
○新宿区美化推進重点地区を定める条例 
平成 9 年 3 月 25 日 

条例第 12 号 
 
 
 
 

新宿区空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例(平成
8 年新宿区条例第 43 号)第 9 条第 2 項の規定に基づき、美化推進重点地区を
次のとおり定める。 
 
 

地区名 地域  

新宿駅東口  
周辺地区  

新宿三丁目  
歌舞伎町一丁目 3 番から 29 番まで 
1 及び 2 に掲げる地域に接する道路  
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新宿駅西口  
周辺地区  

西新宿一丁目 1 番から 19 番まで 
西新宿七丁目 1 番から 4 番まで 
1 及び 2 に掲げる地域に接する道路  
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高田馬場一丁目 35 番 (高田馬場駅戸山口通路から
北側の地域に限る。) 
高田馬場四丁目 7 番  
1 及び 2 に掲げる地域に接する道路  
次に掲げる道路  

      

道路名  起点  終点  

飯田橋石神
井新座線 

高田馬場  
一丁目 4 番

高田馬場 
四丁目 28 番  

特別区道
23―200 

高田馬場  
二丁目 17 番

高田馬場  
二丁目 16 番  

特別区道
23―220 

高田馬場  
三丁目 1 番

高田馬場 
三丁目 5 番  

特別区道
22―1800 

高田馬場  
一丁目 33 番

高田馬場駅 
戸山口通路  

  

特別区道
22―1840 

高田馬場  
四丁目 3 番

高田馬場駅 
戸山口通路  

  

高田馬場駅  
周辺地区  
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附  則  
この条例は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則(平成 17 年 6 月 20 日条例第 40 号)抄 
 
 
 
(施行期日) 

1 この条例は、平成 17 年 8 月 1 日から施行する。 
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